
「一般財団法人ふくしま百年基金」 の 「実行団体公募期間」 が、

８月 17 日 （月） ～８月３１日 （月） の１５日間と発表されました　！

★ 「事業計画書」 を使い、 申請書類作成ポイントをリポート　！ 第 42 号

 「新型コロナウイルス対応緊急支援助成・資金分配団

体」「ふくしま百年基金」の「実行団体公募」が 13

日同法人のホームページで発表されました。 申請予定

の団体は、 急ぎ同法人ＨＰ＝ｈｔｔｐｓ ： //cf-fukushima.org/

にアクセスし公募要領や申請必要書類をダウンロード　する

ことをおススメします。 本号ではＨＰから入手した 「（様式３）

事業計画書」 を使って申請ポイントをリポートします。

「子ども ・ 若者支援」 の活動をしている団体には
「ふくしま百年基金」の「実行団体公募」がチャンス！

2020 年 ( 令和 2 年） 8 月 17 日発行

・公募はすべてオンライン手続き。必要書類はＨＰから入
手し申請手続きはメールで行うことになります。19 日（水）
22 日（土）には「オンライン公募説明会」さらに公募期
間中は「オンライン個別相談会」  もありますがこれも「メ
ール予約」が必要です。申請書類は「様式化」されていま
すから一早く入手して準備することが重要。以下「事業計
画書」の上に「メモ」で書類作成ポイントをご紹介します。

メモ１■申請時に法人格の有無や法人格の種類

は問われません。 ただし定款や会則といった規

定類の有無は問われます。 下記申請書類 「（様

式５） 規定類確認書」 提出も必須です。

メモ２■申請書類には 「定款」 「前年度貸借対

照表」 「損益計算書」 の他に 「様式」 の決ま

った以下８つの書類が必要です 「様式１助成申

請書」 「様式２団体情報」 「様式３事業計画書」

「様式４資金計画書」「様式５規定類確認書」「様

式６役員名簿」 「様式７事業責任者の略歴」 「様

式８申請書類チェックリスト」。

メモ３■ 「ふくしま百年基金」 の 「助成対象事

業」 は左の３領域７分野のうち 「１ ： 子ども及び

若者の支援に係る活動」 の 「①経済的困窮な

ど、 家庭内に課題を抱える子どもの支援」 事

業と 「②日常生活や成長に困難を抱える子ども

と若者の育成支援」 の解決を目指す事業です。

メモ４■今回の「実行団体公募」では「ＳＤＧｓ（エスデージーズ）」（持続可能な開発目標）が目指す「１７のゴール」の「どのゴール」を目指すのかが問われています。

この 「事業計画書 （Ｅｘｃｅｌ）」 の別の頁にＳＤＧｓ参照データがありますからそれを活用して必ず記載しましょう。



こうして 「事業計画書」 には 「記入内容」 ガイドのページもあり、
どこに何をどう記入すればよいか 「見てわかる」 ようになっています。
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電話番号 ： 　０２４- ５８３- ２８００　　　FAX ： 　０２４- ５８３- ２８２０

　　○開館 ： 　毎週 ・ 月～金曜 （土 ・ 日 ・ 祝日 ・ 休館）

　　　　午前 9 時～午後 6 時

ふれあいセンター ３

伊達ふれあいセンター 3 階まで

　　　　　 　「 実行団体公募」 開始に伴い 「支援センター」 も 「申請予定団体」 をサポートします ！
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　　　　　　　　　伊　達　市　市　民　活　動　支　援　セ　ン　タ　ー　

・「支援センター」は現在通常通り業務を行っております。「休眠預金」の「実

行団体公募開始」となりましたので「申請予定団体」のサポートにも務めます。

また、課題を問わず、市民活動に関するあらゆるご相談をお受けしていますの

でお気軽にお出かけください。開館日は下記の通りですが「マスク着用」「手

指消毒」「ソーシャルディスタンス（1 ～２ｍの間隔）」を守り新型コロナ感染

防止に努めておりますので、ご来館の節は、ご協力をお願い申し上げます。

mail bz004492@date-civilsupport.jp

メモ５■このブロック 「Ⅱ． 事業の背景・社会課題」 と下のブロック 「Ⅲ． 申請事業」

の記載内容が「事業計画書」の大きなポイントになりそうです。 ちなみに「百年基金」

さんの 「公募要領」 には 「参考 ： 助成対象事業の例 （イメージ）」 としての文章

が掲載されています。 一番下の 「（４） 活動」 の欄に引用掲載しておきましたので

ぜひ参考にしてみてください。

＜参考 ： 助成対象事業の例 （イメージ） ＝公募要領より引用＞　　■子ども ・ 若者の支援ニーズをアウトリーチし、 困窮世帯の子ども ・

若者を守るための 「子ども食堂」 や 「フード ・ パントリー （宅配）」 事業」。 　■子ども ・ 若者の心理的ストレスケアを図るとともに、 重

篤な心理状態にある子ども ・ 若者を早期に発見するための相談事業。 　■子ども ・ 若者の身体的健康を向上し、 肥満状態や不活性

状態を解消するための自然体験や体操教室等の事業。 　■子ども ・ 若者へのケアを充実させるための、 親世代へのケア （相談会や

交流等） 事業。 　■上記事業を実施するにあたって、 感染拡大を予防するための措置を導入するための事業　など。


